
 

 

 
＜図－管路の整備計画図（１／11）（管路更新計画より）＞ 
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＜図－管路の整備計画図（２／11）（管路更新計画より）＞ 
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＜図－管路の整備計画図（３／11）（管路更新計画より）＞ 
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＜図－管路の整備計画図（４／11）（管路更新計画より）＞ 
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＜図－管路の整備計画図（５／11）（管路更新計画より）＞ 
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＜図－管路の整備計画図（６／11）（管路更新計画より）＞ 
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＜図－管路の整備計画図（７／11）（管路更新計画より）＞ 
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＜図－管路の整備計画図（８／11）（管路更新計画より）＞ 
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＜図－管路の整備計画図（９／11）（管路更新計画より）＞ 
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＜図－管路の整備計画図（10／11）（管路更新計画より）＞ 
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＜図－管路の整備計画図（11／11）（管路更新計画より）＞
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(4) 現況把握に伴う分析と評価 

①．有収率の向上 

 現況の把握からは、有収率が低い事業（表中朱色部）があることを抽出している。 

 特に一日最大給水量の実績が、認可値を超過している事業（表中黄色部）のうち、知根

地区簡易水道事業を除く４事業については、管路の更新や修繕に取り組み、有収率を改善

することでこの超過を解消できる可能性がある。 

 本計画における管路更新事業を定めるにあたっては、この点を加味する必要がある。 

 

 ＜表－各事業の給水量の状況（再掲）＞ 

 

 

②．管路情報の高度化 

 現況の把握において、管路情報を確認したところ、決算情報資料と管路マッピングデー

タには差違があることが確認された。また、管路マッピングデータには、事業区分や管路

延長、布設年度が不明となっている区間が多数ある。 

 今後は、布設替工事に伴ってデータを更新していくことなどにより、管路情報の精度を

向上していくことが好ましい。 

 

認可値※１ H30実績
旧市町村 事業名 計画給水人口 計画給水量 給水人口 有収水量 一日平均給水量 一日最大給水量 有収率 負荷率

（人） （ｍ３/日） ※２（人） ※２（ｍ３/日） ※２（ｍ３/日） ※３（ｍ３/日） ※７（％） （％）

旧名瀬市 奄美市水道事業（上水道） 29,500 15,600 27,174 8,512 11,209 12,513 75.9 76.2

朝日地区簡易水道事業 4,580 1,985 4,501 1,398 1,702 1,760 82.1 71.8

有仲地区簡易水道事業 4,200 1,290 3,533 1,042 1,090 1,286 95.6 84.8

知根地区簡易水道事業 460 212 514 171 251 314 68.1 79.9

芦良地区簡易水道事業 300 124.1 228 58 71 134 81.7 53.0

旧住用村 東城地区簡易水道事業 720 290 580 268 296 392 90.5 55.8

住用地区簡易水道事業 510 277 311 120 229 266 52.4 70.5

山間地区簡易水道事業 480 104 238 56 66 107 84.8 45.2

市地区簡易水道事業 190 62 130 35 54 76 64.8 71.1

旧笠利町 東部地区簡易水道事業 2,810 1,473 2,852 1,054 1,086 - 97.1 －

西部地区簡易水道事業 3,360 1,684 2,760 965 1,006 - 95.9 －

計 47,110 23,101 42,821 13,679 17,060 16,848 － －

※１．各事業認可書より
※２．決算統計より
※３．運転管理データより集計。上水道は旧上水・旧小宿・旧古見の各最大値合計。
　　　　東部と西部の実績データは計測されていない。詳細は「Ⅱ．需要予測」にてまとめ
※４．以下の簡水は、上水に譲り渡し済である。

小宿地区簡易水道
古見地区簡易水道

※５．黄色の着色部は認可値を超過している

参考
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２．事業経営及び財政の分析・評価 

１） 事業経営について 

 令和元年度現在、市内全ての事業を奄美市水道事業（上水道）に統合するべく、変更

認可申請を進めているところである。先に述べたとおり統合を行うことで、個別の簡易

水道事業の認可値の超過は見かけ上は解消する。これに関連する施設計画としての課題

は別項で整理するため、本項については特に課題として抽出しない。 

 また、西部地区簡易水道事業の緑ヶ丘浄水場内には、未認可水源（場内井戸）がある

ため、今後この状況を解消しておく必要がある。 

 

２） 建設改良費（投資）について 

 既存の計画においては、各種の概算事業費が算定されている。本計画においては、計

画の妥当性の確認や再検討を行うとともに、財政計画とのバランスを図りながら事業費

の平準化や年次計画の再編に取り組んでいく必要がある。 

 参考に、各既存の計画における概算事業費を、下表にとりまとめる。 

＜表－既存の各計画における概算事業費のまとめ＞ 

計画名称 
【計画の対象】 

策定 
年月 

事業費の概要（百万円） 

奄美市水道事業基本計画（水道ビジョン）策定業務  

【市全域の水道施設整備等】 
H21.3 

 15 年間（平成 20（2008）～34（2022）

年度）の事業費として、約 78 億円 

（約 5.2 億円/年） 

水道施設耐震診断業務委託 

【水道施設及び管路の更新事業】 
H22.3 概算事業費の算定は行っていない。 

上水道地区配水池基本計画業務委託 

【平田配水池の更新（耐震化）】 
H30.3 

 １～３期工事までの間において、約

14 億円（３か年平均 約 4.6 億円/年） 

水道管路更新計画策定業務 

【管路の更新】 
H30.3 

 10 年間（令和元（2019）～令和 10

（2028）年度）までに約 46 億円 

（約 4.6 億円/年） 

アセットマネジメント策定業務委託 

【市全域の水道施設・管路の更新】 
H31.3 

【水道施設への更新需要】 

40 年間：約 146 億円（3.65 億円/年）

100 年間：約 328 億円（3.28 億円/年） 

【管路への更新需要】 

40 年間：約 74億円（1.85 億円/年） 

100 年間：約 159 億円（1.59 億円/年） 

奄美市水道ビジョン R2.3 具体的事業費の記載はない。 

奄美市水道事業経営戦略 R2.3 

 10 年間（令和 2（2020）～11（2029）

年度）の事業費として、約 54.6 億円 

（約 5.46 億円/年） 
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３） 財源の確保について 

 財政状況の現況を把握したところ、収益的収支における利益は減少傾向となっている。 

 また、近年の事業費は、平田浄水場の更新があったことから、大きな年度では年間 20

億程度まで高まっている。 

 また、事業費に対する起債比率は 20～30％となっている一方で、起債残高は大きく変

動していないことを確認した。 

 なお、直近年度である平成 30（2018）年度の資金残高は、250 億円程度となっている。 

 今後、建設改良費（投資）とのバランスを図りつつ財政を維持していくためには、そ

の財源設定が重要となる。独立採算制である公営企業としての性格と、受益者負担の原

則から、その財源は水道料金から直接的に賄われることが理解しやすいが、水道施設が

長年にわたり供用されることからして、将来世代へも一定の負担を求める観点から、起

債の活用を行うことも考えられる。 

 また、今後更新需要への対応が必要となるなか、料金収入の源泉である給水量が減少

していくことが見込まれており、様々な措置を講じた上でもなお必要性のある部分につ

いては、料金改定により賄うことも検討する必要がある。 

 財政計画を定めるにあたっては、これらの財源（自己資金（料金改定を含む）、起債の

充当、国庫補助等（後述））と、投資のバランスを検討する必要がある。 

 

４） 各種制度の活用について 

 建設改良費（投資）財源の確保にあたっては、国庫補助等の制度を活用し、料金改定

への影響を軽減することが好ましい。 

 財政計画にあたっては、各事業に対して、国庫補助事業等のメニューから、その活用

を検討する必要がある。 
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５） 水道事業上位計画について 

(1) 奄美市水道ビジョン 

 奄美市水道ビジョン（令和２（2020）年３月策定）では、現状や事業環境の評価を経

て、理想像や実現方策を次のように定めている。本計画では、最重要課題として挙げら

れた５項目のうち、「水道職員の育成・確保」を除く４項目について、計画をより具体化

したもの、との位置づけとなる。 

 

＜図－奄美市水道ビジョンにおける基本理念から実現方策の概要＞ 

出典：奄美市水道ビジョン（令和２（2020）年３月策定） 
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(1) 奄美市水道事業経営戦略 

 奄美市水道事業経営戦略（令和２（2020）年３月策定）の概要は、以下のとおりであ

る。本計画では、投資の一部である施設や管路の整備計画について、より具体化したも

のである。 

 

①．経営の基本理念及び基本方針 

 経営戦略における基本理念及び基本方針は、次のとおり。 

 

 

＜図－奄美市水道事業経営戦略における基本理念から基本方針の概要＞ 

出典：奄美市水道事業経営戦略（令和２（2020）年３月策定） 

 

②．投資計画（建設改良費） 

 経営戦略における投資計画（建設改良費）は、次のとおり。 

 

＜図－奄美市水道事業経営戦略における投資計画（建設改良費）の概要＞ 

 
出典：奄美市水道事業経営戦略（令和２（2020）年３月策定） 
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３．委託者ヒアリング 

１） ヒアリングの概要 

 ここでは、資料収集による机上の作業では見出すことが困難である、現場の維持管理

状況等を踏まえた施設整備計画に対する要望事項等について、委託者内で内部協議を行

っていただいた結果をまとめる。 

 要望事項等は、施設維持管理に関連する３係と課長より収集していただいた。また、

要望事項に対しては、主観による対応の優先度を設定していただいている。 

 

 

＜図－ヒアリングの対象＞ 

 

２） ヒアリング結果のまとめ（要望事項のまとめ） 

 ヒアリングにより抽出していただいた要望事項は、上水道や簡易水道の各事業毎に分

類し、また主観による優先度を併記することで取りまとめた。よって、各記入主体によ

って、優先度の判断が異なっているものがあるが、この段階では、そのまま併記した。 

 その結果を次頁からの表に示す。 なお、次頁表中の記号の意味は、次表のとおり。 

 

＜表－次頁表中の記号等の意味＞ 

記号名等 記号の区分 記号の意味 

対象事業記号 上水、朝日、有仲等 上水道や各簡易水道事業の略称を示す。 

抽出元記号 課、浄、施、笠 
ヒアリング対象の略記号を示す。各記号の示すと

ころは、前項図の記載による。 

主観による優

先度記号 

大、中、小、 

実施中、－ 

抽出者の主観による優先度を示す。 

「実施中」は整備事業中等の状況のもの、「－」

は優先度づけがないものを示す。 

着色 朱色、黄色 朱色は優先度大、黄色は優先度中と示されたもの 

 

ヒアリングの対象 

要望事項のまとめ 

課 長 浄水場係 施設給水係 笠利水道係 

要望事項・主観による優先度 
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＜表－ヒアリング結果のまとめ（要望事項のまとめ）＞ 

NO 
対象事業 

記号 

対象施設 

略称 
要望等概要 留意事項、補足事項等 

抽出元 

記号 

主観による 

優先度記号   

1 上水 大川ダム 大川ダム電気設備の更新 

・1986 年築造、34 年経過 

・ダム管理室、斜坑、調節井の電気設備の更新 

・緊急性が高いため、優先的に取り組むべき。 

浄 大 

2 上水 平田浄水場 脱水機の修繕 ・部分修理でしばらくは対応可能 浄 小 

3 上水 平田浄水場 濃縮槽・薬品洗浄排水池 機械・配管関係 
・部分修理でしばらくは対応可能 

・直近年度で計画を進めてもいいのではないかという課内の雰囲気あり 
浄 中 

4 上水 平田配水池 平田第２配水池、平田第３配水池の更新 

・1971 年築造、49 年経過 

・令和 7～13 年 配水池更新事業（施設の耐用年数から逆算して計画事業に入れているだけ） 国

庫補助のメニュー次第 

・有仲地区・小宿地区への給水エリア拡張の計画次第で配水池の大きさが決まる。 

・旧管理棟の場所に計画している配水池は本当に検討するべきか(旧管理棟の解体撤去や地形、

斜面状態の問題から懸念) 

浄 大 

5 上水 
春日ポンプ室 

春日配水池 

配水池の更新（移転） 

または加圧ポンプ所への更新 

・1966 年築造、54 年経過 

・管理道路が危険な状態 新規場所に設置したい 

・配水流量計故障している 

・配水池を配し、増圧ポンプでは機能を満足できないか検討したい 

浄 大 

6 上水 
東ケ丘ポンプ所 

東ケ丘配水池 

送水ポンプ、送水管の更新 

または配水池を加圧ポンプ所への更新 

・1991 年築造、29 年経過 

・送水管はいつ破損してもおかしくない 

・配水池を配し、増圧ポンプでは機能を満足できないか検討したい 

浄 
中(送水 P+管) 

小(配水池) 

7 上水 
山田低区送水ポ

ンプ 
－ ・電気設備は更新済 浄 小 

8 上水 山田低区配水池 高区の配水区域へのとりこみ 

・電気設備は更新済 

・高区、低区の配水池を１つにまとめることができないか。高区から低区区域への直圧では水圧

が高すぎる場合は、減圧弁の設置ではどうか。 

浄 中 

9 
上水 

（小宿） 

小宿地区新規施

設 
平田配水池からの給水に切り替え 

・小宿、平松・浜里地区を平田浄水場への変更の検討 

・小宿第１配水池と小宿第２配水池の民地道路 
課 中 

・平田配水池からの給水に切り替えに伴って必要となる、新規等施設、管路の検討 浄 大 

・おがみ山トンネル内配管布設 

・まだ先ではあるが、将来的新規事業。給水エリア拡張（小宿）と合わせて計画する必要あり 
施 － 

10 
上水 

(小宿) 
小宿浄水場 平田配水池からの給水に切り替え 

・1981 年築造、39 年経過 

・平田配水池からの給水エリアに組み込むにあたって要検討 
浄 大 

11 
上水 

(小宿) 

小宿配水池 

（第１、第２） 
配水流量計の更新 

・1981 年築造、39 年経過 

・配水流量計が故障している。 

・配水池までの管理道路が民地であることから、将来的に不安がある。 

浄 大 
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 2 / 2 
＜表－ヒアリング結果のまとめ（要望事項のまとめ）＞ 

NO 
対象事業 

記号 

対象施設 

略称 
要望等概要 留意事項、補足事項等 

抽出元 

記号 

主観による 

優先度記号   

12 
上水 

（古見） 

古見第１配水池 

古見第２配水池 
両配水池を１箇所に統合 

・古見第１配水池の管理道は危険な状態 

・小湊第１，２の配水池を統合し、配水池一カ所に２台の取水ポンプで送水したい 
浄 小 

13 上水 基幹管路 基幹管路の耐震化 
・計画実施中 

・令和２（2020）年度より継続的に管路布設（工事）を行っていく計画 
施 実施中 

14 上水 配水管整備 マリンタウン整備事業に伴う配水管整備 ・実行中 R2年度完了予定 施 実施中 

15 上水 配水管整備 末広港土地区画整理事業に伴う水道施設整備 ・計画中 都市整備課との調整による 複数年度計画 施 － 

16 
上水 

（有仲） 

有仲地区新規施

設 
平田配水池からの給水に切り替え ・平田配水池からの給水の切り替えに伴って必要になる、新規等施設、管路の検討 浄 大 

17 朝日 朝日第１配水池 新規場所に更新したい 
・1981 年築造、39 年経過 

・管理道路が危険な状態であるため、新規場所に更新したい。 
浄 大 

18 朝日 朝日第１浄水場 ろ過機の廃止 

・1981 年築造、39 年経過 

・原水水質が良好なので、ろ過機がいらないかもしれない。それも含めて要計画。 

・給水エリア拡張の影響があっても、取水設備は残しておきたい 

浄 大 

19 有仲 有仲浄水場 ろ過機の廃止 ・原水水質が良好なので、ろ過機がいらないかもしれない。それも含めて要計画。 浄 大 

20 知根 － 特になし － － － 

21 芦良 － 特になし － － － 

22 東城 － 特になし － － － 

23 住用 － 特になし － － － 

24 山間 山間浄水場 法面復旧工事 

・山間浄水場法面の危険 課 中 

・令和２（2020）年度実施予定 

・山間浄水場の浄水池に面する法面が崩壊して危険な状態、数年経過している 

・斜面は応急的な復旧のため、今後の対策が必要である。 

施 実施中 

25 山間 山間浄水場 住用浄水場からの給水に切り替え 

・山間地区を住用浄水場への変更の検討 課 中 

・山間低区に住用浄水場から送る？ 

・山間高区へは増圧ポンプで送る？ 

・上記のやり方で行うと住用浄水場の能力不足になる。 

施 － 

26 市 － 特になし － － － 

27 東部 新東部浄水場 新東部浄水場の整備 
・令和２（2020）年度から令和５（2023）年度の期間にて整備中 

・事業費約 9.1億円 
笠 実施中 

28 東部 平配水池 配水流量計の整備 ・配水流量計の整備 笠 大 

29 東部 笠利配水池 配水流量計の整備 ・配水流量計の整備 笠 大 

30 東部 太陽ケ丘加圧所 新規施設整備 ・認可計画施設である。これから実施予定 笠 － 

31 東部 管路整備 未給水解消 ・東部と西部間の未給水地域へ向けた送配水施設、管路の整備 笠 小 

32 西部 西部配水池 新規減圧弁の整備 ・西部配水池からの配水区域のうち、屋仁、佐仁方面への新規減圧弁の整備 笠 大 

33 西部 緑ヶ丘配水池 配水流量計の更新 ・配水流量計の更新（現在故障中にて計測できていない） 笠 大 

※表中記号の意味は、前項本文を参照のこと
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３
）

 
本

計
画

で
検

討
す

る
事

項
 

 
ヒ

ア
リ

ン
グ

に
よ

り
抽

出
さ

れ
た

内
容
に

は
、

水
運

用
の

変
更
に

伴
う
施
設

の
再

編
を

含
む

大
き
な

も
の

か
ら

、
修

繕
に
よ

り
対

応
可

能
と

思
わ

れ
る

軽
微

な
も

の
ま

で
、

幅
広

く
含

ま
れ

て
い

る
。

 

 
ま

た
、

本
計

画
期

間
に

は
、

平
田

配
水
池

や
基

幹
管

路
の

更
新
等

必
要
度
が

高
く

、
か

つ
事

業
費
の

大
き

な
も

の
を

行
う
必

要
が

あ
る

と
思

わ
れ

る
た

め
、

前
表

の
う

ち
優

先
度

が
大

き
く

な
い

も
の

は
次
期

計
画

へ
の

申
し

送
り
事

項
と
し
て

、
本

計
画

内
で

具
体
的

に
検

討
を

加
え

る
こ
と

は
見

送
る

。
 

 
以

上
よ

り
、

優
先

度
大

の
も

の
に

対
し
本

計
画

で
検

討
す

る
事
項

を
、
次
表

に
整

理
す

る
。

 

 

＜
表

－
ヒ

ア
リ

ン
グ

結
果

に
対

す
る
本

計
画

の
対

応
＞
 

N
O
 

対
象

事
業

 

記
号

 

対
象

施
設

 

略
称

 
要

望
等
概

要
 

抽
出

元
 

記
号

 

主
観

に
よ

る
 

優
先

度
記

号
 

本
計

画
に

お
け

る
対

応
 

1
 

上
水

 
大

川
ダ
ム

 
大

川
ダ
ム

電
気

設
備

の
更
新
 

浄
 

大
 

単
純

更
新

と
し

て
考

え
、

更
新

事
業

費
を
年

次
計

画
に

盛
り

込
む

。
 

4
 

上
水

 
平

田
配
水

池
 

平
田

第
２

配
水

池
、

平
田
第
３

配
水

池
の

更
新
 

浄
 

大
 

N
O
4、

N
O
9
の

検
討

と
連

携
し

、
更
新

後
の

配
水

池
規

模

を
設

定
す

る
。
 

5
 

上
水

 
春

日
ポ

ン
プ

室
 

春
日

配
水
池

 

配
水

池
の

更
新

（
移

転
）
 

ま
た

は
加

圧
ポ

ン
プ

所
へ
の
更

新
 

浄
 

大
 

加
圧

ポ
ン

プ
所

へ
の

更
新

を
検

討
す

る
。
検

討
に
よ

り
、

加
圧

ポ
ン

プ
所

と
し

難
い

場
合

は
、

配
水
池

と
し

て
の

更
新

を
検

討
す

る
。

 

9
 

上
水

 

（
小

宿
）

 

小
宿

地
区
新

規
施

設
 

平
田

配
水

池
か

ら
の

給
水
に
切

り
替

え
 

課
 

中
 

平
田

配
水

池
か

ら
小

宿
地

区
方

面
へ

の
給
水

検
討

と
、

そ
れ

に
伴

う
施

設
、

管
路

の
整

備
計

画
立
案

。
 

浄
 

大
 

施
 

－
 

1
0
 

上
水

 

(
小

宿
)
 

小
宿

浄
水
場

 
平

田
配
水

池
か

ら
の

給
水
に
切

り
替

え
 

浄
 

大
 

1
1
 

上
水

 

(
小

宿
)
 

小
宿

配
水
池

 

（
第

１
、
第

２
）
 

配
水

流
量

計
の

更
新

 
浄

 
大

 
単

純
更
新

と
し

て
考

え
、

更
新

事
業

費
を
年

次
計

画
に

盛
り

込
む

。
 

1
6
 

上
水

 

（
有

仲
）

 

有
仲

地
区
新

規
施

設
 

平
田

配
水

池
か

ら
の

給
水
に
切

り
替

え
 

浄
 

大
 

平
田

配
水

池
か

ら
有

仲
地

区
方

面
へ

の
給
水

検
討

と
、

そ
れ

に
伴

う
施

設
、

管
路

の
整

備
計

画
立
案

。
 

1
7
 

朝
日

 
朝

日
第
１

配
水

池
 

新
規

場
所

に
更

新
し

た
い
 

浄
 

大
 

施
設

整
備

後
3
9
年

経
過

で
あ

る
が

、
施

設
の
減

価
償

却

を
終

え
て

い
な

い
と

見
込

ま
れ

る
た

め
、
本

計
画

で
は

更
新

を
計

画
し

な
い

。
 

1
8
 

朝
日

 
朝

日
第
１

浄
水

場
 

ろ
過

機
の

廃
止
 

浄
 

大
 

事
業

費
を

要
し

な
い

た
め

、
具

体
的

計
画
ま

で
は

行
わ

な
い

。
今

後
の

原
水

水
質

動
向

を
み

て
、
廃

止
を

判
断

す
る

。
な

お
、

廃
止

す
る

場
合

は
浄

水
方
法

の
変

更
に

よ
る

認
可

変
更

が
必

要
と

な
る

た
め

、
留
意

が
必

要
。

 

1
9
 

有
仲

 
有

仲
浄
水

場
 

ろ
過

機
の

廃
止
 

浄
 

大
 

同
上
 

2
8
 

東
部

 
用

配
水
池

 
配

水
流
量

計
の

整
備

 
笠

 
大

 
新

規
機
器

整
備

と
し

て
考

え
、

整
備

事
業
費

を
年

次
計

画
に

盛
り

込
む

。
 

2
9
 

東
部

 
笠

利
配
水

池
 

配
水

流
量

計
の

整
備

 
笠

 
大

 
新

規
機
器

整
備

と
し

て
考

え
、

整
備

事
業
費

を
年

次
計

画
に

盛
り

込
む

。
 

3
2
 

西
部

 
西

部
配
水

池
 

新
規

減
圧

弁
の

整
備

 
笠

 
大

 
新

規
機
器

整
備

と
し

て
考

え
、

整
備

事
業
費

を
年

次
計

画
に

盛
り

込
む

。
 

3
3
 

西
部

 
緑

ヶ
丘
配

水
池
 

配
水

流
量

計
の

更
新

 
笠

 
大

 
単

純
更
新

と
し

て
考

え
、

更
新

事
業

費
を
年

次
計

画
に

盛
り

込
む

。
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４
．

課
題

の
抽

出
 

 
以

上
の

と
り

ま
と

め
か

ら
、

本
計

画
に
お

い
て

検
討

す
べ

き
課
題

を
下

表
に

と
り

ま
と

め
る

。
 

 

＜
表

－
本

計
画

に
お

け
る

課
題

の
抽
出

＞
 

区
 

分
 

課
題

の
内

容
 

(【
 】

内
は
ﾋ
ｱ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ
結
果

表
に
お

け
る

N
O
) 

検
討

の
方

向
性
 

施
設

整
備

計
画
 

①
更

新
需

要
の

設
定

（
水

道
施

設
）

 
 

概
ね
Ａ

Ｍ
業

務
の

検
討

結
果

に
基

づ
く
も

の
と

す
る

が
、

他
の
事

業
投

資
と

の
バ

ラ
ン

ス
や

年
次

計
画

と
し

て
の

事
業

費
平

準
化

を
検

討
す
る

必
要

が
あ

る
。

 

 
②

施
設

の
耐
震

化
 

 
耐

震
診

断
の

策
定

以
降

、
積

み
残

し
と
な

っ
て

い
る

施
設

に
対
す

る
耐

震
化

を
再

検
討

し
、

方
向

性
を

再
設

定
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

 
③

平
田

配
水
池

の
更

新
見

直
し

 

【
ﾋ
ｱ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ
N
O
4
】
 

 
基

本
設

計
の

内
容

を
踏

襲
し

つ
つ

、
後
述

す
る

水
運

用
の

検
討
と

連
携

し
つ

つ
、

施
設

規
模

を
再

確
認

し
、

計
画

の
見

直
し

を
行

う
。

ま
た
、

他
の

事
業

投
資

と
の
バ

ラ
ン

ス
や

年
次

計
画

と
し

て
の

事
業

費
平

準
化

に
与

え
る

影
響

が
大

き
い
と

見
込

ま
れ

る
た

め
、
留

意
を

要
す

る
。
 

 
④

水
量

に
関
す

る
事

項
 

 
既

認
可

の
計

画
給

水
量

を
実

績
給

水
量
が

超
過

し
て

い
る

事
業
の

う
ち

、
知

根
地

区
簡

易
水

道
事

業
に

つ
い

て
は

、
実

運
用

上
も

水
量

が
ひ
っ

迫
し

て
い

る
。

そ
の
他

の
超

過
地

区
に

関
し

て
は

、
実

運
用

上
の

支
障

は
生

じ
て

い
な

い
と

の
こ
と

で
あ

る
。

 

 
知

根
の

水
量

不
足

に
関

し
て

は
、

既
に
旧

水
源

を
復

活
す

る
こ
と

に
よ

り
、

対
応

す
る

方
針

と
な

っ
て

い
る

た
め

、
本

計
画

に
お

い
て

は
対
策

施
設

の
整

備
等

の
計
画

は
行

わ
な

い
こ

と
と

す
る

。
 

 
認

可
計

画
給

水
量

に
対

し
て

一
日

最
大
給

水
量

実
績

の
超

過
量
の

大
き

い
も

の
に

つ
い

て
は

、
取

水
ポ

ン
プ

や
浄

水
施

設
、

管
路

の
能

力
不
足

が
な

い
か

、
確

認
し
て

お
く

必
要

が
あ

る
。

 

 
⑤

水
質

に
関
す

る
事

項
 

 
朝

日
第

３
水

源
の

原
水

中
の

色
度

と
濁
度

の
超

過
に

つ
い

て
は
、

検
出

頻
度

が
低

く
、

ま
た

浄
水

に
は

超
過

が
生

じ
て

い
な

い
。

住
用

地
区
簡

易
水

道
事

業
の

浄
水
水

質
の

塩
素

酸
と

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

の
超

過
は

、
維

持
管

理
上

の
事

象
（

操
作
や

測
定

ミ
ス

）
に

よ
る
も

の
と

思
わ

れ
る

。
 

 
よ

っ
て

朝
日

、
住

用
の

両
者

と
も

水
質
の

経
過

観
察

を
継

続
す
る

こ
と

と
し

、
対

策
施

設
の

整
備

等
の

計
画

は
行

わ
な

い
こ

と
と

す
る

。
 

 
⑥

水
運

用
に
関

す
る

事
項
 

【
ﾋ
ｱ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ
N
O
9
、
1
0
、

1
6
】
 

 
委

託
者

へ
の

ﾋ
ｱﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ
に

よ
り

抽
出

さ
れ
た

、
奄

美
市

水
道

事
業
（

上
水

道
）

か
ら

旧
小

宿
簡

易
水

道
地

区
と

有
仲

地
区

簡
易

水
道

地
区

へ
の
水

運
用

に
つ

い
て

、
連
絡

管
の

整
備

等
の

検
討

を
行

う
必

要
が

あ
る

。
検

討
に

あ
た

っ
て

は
、

管
網
計

算
を

要
す

る
。

 

 
⑦

春
日

配
水
池

及
び

春
日

ポ
ン

プ
室

の

更
新

に
つ
い

て
 

【
ﾋ
ｱ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ
N
O
5
】
 

 
春

日
配

水
池

及
び

春
日

ポ
ン

プ
室

に
つ
い

て
は

、
老

朽
化

が
進
ん

で
お

り
、

管
理

道
が

危
険

な
状

態
に

あ
る

な
ど

、
更

新
の

検
討

を
要

す
る
。

ま
た

、
配

水
池

を
廃
止

し
て

増
圧

ポ
ン

プ
所

に
変

更
で

き
な

い
か

、
検

討
す

る
。
 

 
⑧

計
装

に
関
す

る
事

項
 

【
ﾋ
ｱ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ
N
O
1
、
1
1
、

2
8
、
2
9
、

3
3】

 

 
支

障
が

生
じ
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い
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計

装
設
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に
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て

そ
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因
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確
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し
、

設
備
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る
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。

ま
た

、
ﾋ
ｱ
ﾘ
ﾝ
ｸ
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れ

た
、
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備
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整
備

事
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は
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表
－
ﾋ
ｱ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ
結
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に
対

す
る
本

計
画

の
対
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」
を
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照

）
を

、
年

次
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画
に
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り
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む
。 

 
⑨
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。
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⑯
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。

必
要

に
応

じ
て

は
「

⑭
建
設

回
改

良
費

（
投

資
）
に

つ
い

て
」

と
の

連
携

に
よ

り
年

次
計

画
の

再
編

を
行

う
場

合
が

あ
る

。
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。
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踏
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策
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ョ
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踏
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あ
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第３章 基本事項の設定 

Ⅰ．計画年次の設定 

 計画年次は、水需要予測を行った令和元（2019）年度から令和 20（2039）年度までの 20

年間の範囲以内で定める。後段にて定める施設整備等の計画のうち、主要な事業は、令和

15（2033）年度に事業を完了する予定であることから、同年を計画年次とする。 

 

Ⅱ．計画給水区域の設定 

 本市では、令和元年度に上水道事業へ１０の簡易水道事業を譲り渡すことにより、統合

認可を得たこところである。本市の水道普及率は 99.99％※に達しており、本計画ではこれ

以上の区域拡張は考えず、計画給水区域は現況のとおりとする。 

 

※平成 30 年度 水道普及率（％）＝給水人口（専用水道含む）÷行政区域内人口×１００ 

ここで、 

 給水人口（専用水道含む）42,953 人＝（上水＋簡水給水人口）42,835＋（専用水道）118 

 行政区域内人口＝42,955 人 

 

Ⅲ．計画給水人口・給水量の設定 

１．計画諸元 

 計画給水人口と計画一日最大給水量は、「第２章－Ⅱ．水需要予測」より定め、計画期間

中の最大値をとり、以下のとおりとする。但し、令和元（2019）年度は、本計画策定の当

年度であることから除外をし、令和２（2020）年度の値を採用する。 

 

「表－奄美市全域の水道事業 水需要計画合計」を参照のこと 

・計画給水人口   ＝41,960 人 

・計画一日最大給水量＝19,319ｍ３／日 
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２．施設整備計画策定にあたっての給水人口・給水量 

 施設計画を策定するにあたっての給水人口及び給水量は、上水道と簡易水道ごとに定め

る。市全体としては、人口と給水量が減少傾向にあるなか、多くの事業ではともに減少を

していくこととなるが、朝日地区簡易水道事業の給水人口と、有仲地区簡易水道事業の給

水人口と一日最大給水量は増加傾向にあるため、これを考慮して定める。 

 朝日地区に関しては、給水人口と一日最大給水量の最大値が発生する年度が異なるが、

施設計画に影響を及ぼすところの大きい、一日最大給水量の最大値が発生する年度（令和

２（2020）年度）の値を採用する。 

 有仲地区に関しては、給水人口と一日最大給水量の両者とも、最大値が発生する年度が

令和 20（2038）年度であることから、同年度の値を採用する。 

 なお、給水量が減少していく見込みの事業に関しては、施設整備年度に応じて計画施設

をダウンサイジングできる可能性がある。この点については、後段で検討する施設整備計

画において考慮する。 

 

＜表－施設整備計画策定にあたっての給水人口・給水量＞ 

 

給水人口（人） 一日最大給水量（ｍ3/日）

事業名 計画値 発生見込年度 計画値 発生見込年度
（人） （ｍ3/日）

奄美市水道事業（上水道） 26,429 2020 12,043 2020
朝日地区簡易水道事業 4,541 2020 1,930 2020
有仲地区簡易水道事業 3,813 2038 1,377 2038
知根地区簡易水道事業 501 2020 298 2020
芦良地区簡易水道事業 221 2020 136 2020
東城地区簡易水道事業 564 2020 378 2020
住用地区簡易水道事業 301 2020 342 2020
山間地区簡易水道事業 230 2020 110 2020
市地区簡易水道事業 125 2020 85 2020
東部地区簡易水道事業 2,774 2020 1,369 2020
西部地区簡易水道事業 2,686 2,020 1,340 2020

計 42,185 － 19,408 －
※．有仲地区の発生見込み年度設定により、上表の計は「１．計画諸元」とは整合しない。
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第 4 章 実施方針の検討 

I. 施設整備案の抽出 

施設整備案の立案にあたり、第 2 章において抽出した課題や本市職員からのヒアリング等か

ら解決すべき課題とその関係性を整理する。 
さらに、課題解決に向けて具体的な検討が必要な事業を本項で示す。 

 
1. 抽出した課題と関係性 

第 2 章において現状分析や本市職員へのヒアリングにより取りまとめた課題を図 4-I-1-1 に

整理する。第 2 章で文章化したが、図 4-I-1-1 を見ても分かるとおり、抽出された課題の中に

はそれぞれ関連のある事象がある。 
例えば、平田配水池の更新では小宿地区、有仲地区簡易水道への区域拡張の可否が有効容量

の決定に影響する。また、小宿地区や有仲地区簡易水道への区域拡張の可否は、配水池やろ過

機の要否に影響する。 
課題によっては独立したものもあれば、互いに関連するものもある。施設整備案を検討する

際には、この関連性を考慮する必要がある。 
 
 
 

4-1



 

 
図

4
-
I
-
1
-
1
 
課

題
と
関

連
性
 

 

知
根

簡
水

 

✓
大

川
ダ

ム
設

備
の

更
新

 

✓
平

田
配

水
池

の
更

新
 

✓
春

日
配

水
池

の
必

要
性

 

奄
美

市
上

水
 

✓
配

水
池

の
管

理
用

道
路

 

奄
美

市
上

水
（
小

宿
）
 

奄
美

市
上

水
（
古

見
）
 

✓
ろ

過
機

の
必

要
性

 

有
仲

簡
水

 

✓
配

水
池

の
更

新
 

✓
ろ

過
機

の
必

要
性

 

朝
日

簡
水

 

芦
良

簡
水

 

✓
減

圧
弁

φ
15

0 

✓
配

水
流

量
計

の
更

新
 

西
部

簡
水

 

✓
新

浄
水

場
（推

進
中

） 

✓
配

水
流

量
計

の
更

新
 

東
部

簡
水

 

東
城

簡
水

 

住
用

簡
水

 

市
簡

水
 

山
間

簡
水

 
✓

施
設

、
管

路
の

更
新

、
耐

震
化

 

✓
計

装
設

備
の

更
新

 

奄
美

市
全

体
 ✓

連
絡

管
の

整
備

 

✓
連

絡
管

等
の

整
備

 

【
凡

例
】

 

：
水

道
事

業
 

：
課

題
 

：
課

題
の

関
係

性
 

  

✓
連

絡
管

等
 

の
整

備
 

4-2



2. 課題解決に必要な事業と検討すべき事項 

第 2 章および本章において整理した課題から、課題解決に必要な事業（施設整備）を抽出す

る。なお、課題の内容によっては、事業化するのではなく、今後の運営によって課題を解決す

る事象もあるため、事業化の要否を併せて明記する。 
抽出した事業には単純な更新で済むものもあれば、実現可能性が不明なものもある。そのた

め、事業内容によっては本章で整備内容を検討し、その実現可能性を含めて効率的・効果的な

事業を見極める必要がある。 
 
 

表 4-I-2-1 必要な事業と検討すべき事項 

 
 
 
  

区分 課題解決に向けた事業

① 更新需要の設定 水道施設更新事業 否 年次計画にてAMを調整

② 施設の耐震化 水道施設耐震化事業 要 耐震化の方針を再設定

③ 平田配水池の更新見直し 平田配水池更新事業 要 区域拡張の可否を踏まえて有効容量ならびに施設配置を再検討）

④ 水量に関する事項 （事業化は不要） － 廃止水源の活用により対応

⑤ 水質に関する事項 （事業化は不要） － 維持管理上の事業

拡張事業 要 区域拡張の可否を検討

（検討が必要） 要 春日配水池の必要性を検討

⑦ 計装に関する事項 計装設備更新事業 要 設備更新の方針を検討

⑧ 水道施設情報の整理 （事業化は不要） － 管理上の対応

⑨ 更新需要の設定

⑩ 管路更新計画の見直し

⑪ 有収率の向上 （管路更新による効果） － 老朽管更新により改善

⑫ 管路情報の高度化 （事業化は不要） － 管理上の対応

⑬ 事業経営

⑭ 建設改良費（投資）

⑮ 財源の確保

⑯ 各種制度の活用

否 AM及び既存計画を調整

奄美市水道事業経営戦略にて検討否

具体的検討の必要性

財政

計画

管路

整備

計画

施設

整備

計画

課題の内容

管路更新事業

財政計画にて検討

水運用に関する事項⑥
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II. 施設整備案の作成 

表 4-I-2-1 にて「検討が必要」とした課題に関して、本項で具体的に検討する。 
 
1. 施設の耐震化 

水道施設の耐震化は「平成 21 年度 水道施設耐震診断業務委託 報告書」に取りまとめら

れている。本業務では、前回報告書をベースに施設耐震化の方針を定め、事業計画に反映する。 
ただし、前回報告書は約 10 年前に作成されたものであり、かつ対象施設を現状やヒアリン

グ等を基に選定している。そのため、前回報告書を基本としつつ、今後、耐震診断等を実施す

べき施設も併せて整理する。 
 
1) 施設耐震化の方針 

(1) 対象施設 

「平成 21 年度 水道施設耐震診断業務委託 報告書」（以下、この項では前回業務とする）

の対象施設は、奄美市が管理する水道施設のうち、浄水場、ポンプ場、配水池および主要な送

配水管である。その中で、前回業務の調査対象施設は、現状やヒアリング結果、施設の重要度

などを考慮して以下のとおり抽出されている。 
これらの水道施設の一部は、前回業務の平成 21 年度以降、廃止されたり更新されたりして

いる。また、平田浄水場の第 2 配水池は、別途、本業務で更新計画を立案する。そこで、本業

務では前回業務において抽出された施設のうち、現在も未対応の施設を対象とする。 
 

表 4-Ⅱ-1-1 耐震診断業務（平成 21 年度）の対象施設 

地区 対象施設 備 考 

名瀬 平田浄水場  

  着水井 更新済 

  薬注室 〃 

  1 系沈殿池 〃 

  2 系沈殿池 〃 

  水質試験室・1 系ろ過池 〃 

  電気室・2 系ろ過池 〃 

  管理棟・3 系ろ過池 〃 

  第 1 配水池 廃 止 

  第 2 配水池 今回業務で更新検討 

山田 山田低地区ポンプ場・配水池  

朝日 朝日第 2 配水池 更新済 

小宿 小宿配水池  

住用 市地区配水池  

笠利 赤木名配水池  

 須野配水池  
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(2) 施設耐震化方針の再設定 

施設耐震化の方針を再設定するため、前回業務の調査結果を表 4-Ⅱ-1-2 に整理する。この表

は前回業務で実施した物理的評価、簡易耐震診断、外観調査、物理化学的試験の結果から総合

的に評価した結果である（詳細は前回業務を参照）。なお、機能診断は平田浄水場のみを対象

としているため、この表には機能診断結果は関わらない。 
 

表 4-Ⅱ-1-2 前回業務の総合評価 

地区 対象施設 物理的 
評価 

簡易耐震 
診断 

外観調査 物理化学

的試験 総合評価 

山田 山田低地区 
ポンプ場・配水池 64 8.7 ◎ ○ ◎ 

小宿 小宿配水池 81 3.4 △ ○ △ 

住用 市地区配水池 53 3.1 ○ ○ ○ 

笠利 赤木名配水池 77 4.0 － ○ △ 

 須野配水池(S44) 54 8.7 ○ ○ ○ 

 須野配水池(S45) 49 8.7 － ○ ◎ 

 須野配水池(S61) － － × － × 

※ 外観調査：評価記号は以下のとおり 
【◎】老朽化が顕著であり大きなひび割れや漏水等が見られる 

【〇】目立つひび割れや浮き、鉄筋の露出等が見られる 

【△】細かなひび割れや浮きが見られるが特に問題はない 

【×】コンクリートにひび割れや浮きが見られない 
※ 物理化学的試験：評価記号は以下のとおり 

【◎】劣化が進んでおり強度に問題がある 

【○】劣化が進んでおり強度低下が懸念される 

【△】劣化が認められるが強度に問題はない 

【×】劣化は認められない 
※ 総合評価：評価記号は以下のとおり 

【◎】緊急性が高い 

【○】緊急性は中程度 

【△】劣化が見られるが緊急性は低い 

【×】劣化が見られず緊急性は低い 
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① 施設耐震化の優先順位 

前回業務では記号により 4 段階で総合的に評価している。ただし、水道施設の耐震化を事業

化するためには、各施設に優先順位が必要となる。前回評価のままでは、例えば山田低地区ポ

ンプ場・配水池と須野配水池はどちらも同じ「◎（緊急性が高い）」であるが、どちらの施設

の耐震化を優先すれば良いか判断できない。 
そこで、ここでは AHP 理論により施設耐震化の優先順位を定量的に決定する。 

 
まず、評価項目は総合評価でも用いられた物理的評価、簡易耐震診断、外観調査および物理

化学的評価試験の 4 項目とする。施設の重要性の観点では配水池の有効容量も重要な項目（大

きいほど受け持つエリアが広い＝重要な施設）であるが、これは物理的評価に指標として含ま

れているため、AHP 理論における評価項目からは除外する。 
評価項目の一対比較を表 4-Ⅱ-1-3 に示す。耐震化が対象であるため、物理的評価と簡易耐震

診断結果を一番の評価項目とした。反対に外観調査は施設の劣化状況であり、重要な項目では

あるものの、耐震性に直結する項目ではないため、評価項目の重みは一番低いものとした。 
 

表 4-Ⅱ-1-3 評価項目の一対比較（施設耐震化） 

 
 

次に、前回業務の総合評価から評価項目ごとの一対比較をした結果を示す。 
表 4-Ⅱ-1-4 は物理的評価の一対比較である。須野配水池（S61）は不明であるため、須野配

水池（S44）と同じ評価と仮定した。 
 
 
 
 
 

物理的評価
簡易耐震

診断
外観調査

物理化学的
評価試験

幾何平均 重要度

物理的評価 1 1 5 3 1.97 0.366

簡易耐
震診断

1 1 7 5 2.43 0.451

外観調査 1/5 1/7 1 1/3 0.31 0.058

物理化学的
評価試験

1/3 1/5 3 1 0.67 0.125

計 5.38 1.000
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表 4-Ⅱ-1-4 物理的評価の一対比較（施設耐震化） 

 
 
 表 4-Ⅱ-1-5 は簡易耐震診断の一対比較である。簡易耐震診断は「10 以下は耐震性が高い」、

「10～17 は耐震性が中」、「10 以上は耐震性が低い」という評価であるが、前回業務での結

果は全施設 10 以下であったため、ここでは全て同じ評価にしている。 
 

表 4-Ⅱ-1-5 簡易耐震診断の一対比較（施設耐震化） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

物理的評価
山田低地区

ポンプ場
配水池

小宿
配水池

市地区
配水池

赤木名
配水池

須野
配水池
(S44)

須野
配水池
(S45)

須野
配水池
(S61)

幾何平均 重要度

山田低地区
ポンプ場・配水池

1 3 1/3 3 1/3 1/5 1/3 0.68 0.071

小宿配水池 1/3 1 1/5 1 1/5 1/7 1/5 0.32 0.033

市地区配水池 3 5 1 5 1 1/3 1 1.58 0.165

赤木名配水池 1/3 1 1/5 1 1/5 1/7 1/5 0.32 0.033

須野配水池(S44) 3 5 1 5 1 1/3 1 1.58 0.165

須野配水池(S45) 5 7 3 7 3 1 3 3.51 0.368

須野配水池(S61) 3 5 1 5 1 1/3 1 1.58 0.165

計 9.57 1.000

簡易耐震診断

山田低地区

ポンプ場

配水池

小宿

配水池

市地区

配水池

赤木名

配水池

須野

配水池

(S44)

須野

配水池

(S45)

須野

配水池

(S61)

幾何平均 重要度

山田低地区

ポンプ場・配水池
1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.143

小宿配水池 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.143

市地区配水池 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.143

赤木名配水池 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.143

須野配水池(S44) 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.143

須野配水池(S45) 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.143

須野配水池(S61) 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.143

計 7.00 1.001
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表 4-Ⅱ-1-6 は外観調査の一対比較である。赤木名配水池と須野配水池（S45）は不明である

ため、想定の重みづけである。 
 

表 4-Ⅱ-1-6 外観調査の一対比較（施設耐震化） 

 
 

表 4-Ⅱ-1-7は物理化学的評価試験の一対比較である。この項目は全て同じ評価であったため、

重みづけに差はない。なお、須野配水池（S61）は不明であるため想定である。 
 

表 4-Ⅱ-1-7 物理化学的評価試験の一対比較（施設耐震化） 

 
 
 
 
 
 
 
 

外観調査
山田低地区

ポンプ場
配水池

小宿
配水池

市地区
配水池

赤木名
配水池

須野
配水池
(S44)

須野
配水池
(S45)

須野
配水池
(S61)

幾何平均 重要度

山田低地区
ポンプ場・配水池

1 1/5 1/3 1/3 1/3 1/3 1/7 0.32 0.034

小宿配水池 5 1 3 3 3 3 1/3 2.02 0.216

市地区配水池 3 1/3 1 1 1 1 1/5 0.79 0.084

赤木名配水池 3 1/3 1 1 1 1 1/5 0.79 0.084

須野配水池(S44) 3 1/3 1 1 1 1 1/5 0.79 0.084

須野配水池(S45) 3 1/3 1 1 1 1 1/5 0.79 0.084

須野配水池(S61) 7 3 5 5 5 5 1 3.88 0.414

計 9.38 1.000

物理化学的

評価試験

山田低地区

ポンプ場

配水池

小宿

配水池

市地区

配水池

赤木名

配水池

須野

配水池

(S44)

須野

配水池

(S45)

須野

配水池

(S61)

幾何平均 重要度

山田低地区

ポンプ場・配水池
1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.143

小宿配水池 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.143

市地区配水池 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.143

赤木名配水池 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.143

須野配水池(S44) 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.143

須野配水池(S45) 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.143

須野配水池(S61) 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.143

計 7.00 1.001
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以上の結果から、AHP 理論による総合評価は表 4-Ⅱ-1-8 のとおりである。その結果、施設

耐震化の優先順位は表 4-Ⅱ-1-9 に示すとおりとする。 
 

表 4-Ⅱ-1-8 AHP 理論による総合評価（施設耐震化） 

 
 
 

表 4-Ⅱ-1-9 施設耐震化の優先順位 

 
 
 
 
 
 
 

物理的評価 簡易耐震診断 外観調査
物理化学的
評価試験

(0.366) (0.451) (0.058) (0.125)

(0.071) (0.143) (0.034) (0.143)

0.026 0.064 0.002 0.018 0 .110

(0.033) (0.143) (0.216) (0.143)

0.012 0.064 0.013 0.018 0 .107

(0.165) (0.143) (0.084) (0.143)

0.060 0.064 0.005 0.018 0 .148

(0.033) (0.143) (0.084) (0.143)

0.012 0.064 0.005 0.018 0 .099

(0.165) (0.143) (0.084) (0.143)

0.060 0.064 0.005 0.018 0 .148

(0.368) (0.143) (0.084) (0.143)

0.135 0.064 0.005 0.018 0 .222

(0.165) (0.143) (0.414) (0.143)

0.060 0.064 0.024 0.018 0 .166
須野配水池(S61)

総合評価

山田低地区ポンプ場・配水池

須野配水池(S44)

須野配水池(S45)

小宿配水池

市地区配水池

赤木名配水池

順位 施設 総合評価

1位 須野配水池(S45) 0.222

2位 須野配水池(S61) 0.166

3位 市地区配水池 0.148

須野配水池(S44) 0.148

5位 山田低地区ポンプ場・配水池 0.110

6位 小宿配水池 0.107

7位 赤木名配水池 0.099
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② 施設の耐震化手法 

前回業務は簡易一次診断である。構造計算による耐震二次診断は実施していないため、耐震

補強が必要な具体的範囲は不明である。また、簡易診断の結果、対象施設は全て 10 以下の「耐

震性が高い」である。そのため、基本的には施設の耐震化に関しては、直ぐに事業化する必要

はないものと考える。 
ただし、前回業務では物理的評価の結果から須野配水池（S45）の緊急性が高いものと評価

している。AHP 理論による総合評価では須野配水池(S44)と須野配水池(S61)も次いで優先順位

が高い結果であった。本来であれば耐震二次診断を実施して耐震補強工事の規模とコストを算

出したうえで、耐震補強するか更新するかを決定する。しかし、3 池ある須野配水池は古い施

設で竣工後 50 年近く経過している。耐震補強工事を実施しても構造物の耐用年数がリセット

されるわけではないため、仮にすぐ耐震補強工事を実施しても 10 年後には法定耐用年数を迎

える。実際にはこれから耐震二次診断を実施し、それを基に耐震補強工事を実施することにな

るため、補強後には法定耐用年数まであと数年、という状況となる。 
以上のことから、本計画では事業期間内に須野配水池を更新する計画とする。 
また、前回業務では山田低地区ポンプ場・配水池も緊急性が高い評価となっている。これは

劣化が進行している点から評価されたものであるため、耐震化とは別の視点である。ただし、

劣化の進行は構造物の脆弱化、ひいては耐震性能の低下につながること、建築基準法が大幅に

改正された 1981 年以前に築造された施設（1968 年築造）であることなどから、補修工事では

なく、更新工事を実施することが望ましい。これは山田低地区系統だけでなく、同一時期に建

設された山田高地区系統も同様である。 
 
(3) 施設耐震化事業 

検討の結果、本計画で事業化する工事は以下のとおりとする。 
 

  須野配水池更新工事 
  山田低・高地区ポンプ場・配水池更新工事 

 
【須野配水池の今後のあり方】 

須野配水池は東部地区の基幹的施設である。須野水源の原水（計画取水量 655m3/日）を東部

地区浄水場で浄水処理し、須野配水池に送水してから各地区に配水している。運転記録による

と、須野配水池からの最大配水量は 818m3/日（2019 年 8 月 29 日）であり、同日の東部地区

の一日最大配水量 1,621m3/日の約 50％にも及ぶ、まさに同地区の重要施設である。 
また、東部地区浄水場はその他の用地区浄水場、笠利地区浄水場と統廃合して東部浄水場と

して更新中である。浄水場の統廃合に伴い、須野配水池の今後のあり方も見直す必要があるも

のと考える。 
図 4-Ⅱ-1-1 に東部地区の水位高低図（計画）を示す。東部地区の基幹的配水池は須野配水池

（有効容量 375m3）と笠利配水池（有効容量 310m3）である。東部浄水場から見て、笠利配水

池が同地区の北側、須野配水池が同地区の南側に配水している。 
ここで、須野配水池の今後のあり方は主に次の 2 通りが考えられる。 

①従来通り同地区南側を賄う拠点としての位置付け 
②同地区全体を賄う拠点としての位置付け 
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①の場合、須野配水池は従来通りの位置付けであり、既設と同様の標高に同様の規模で更新

すればよい（ただし、東部地区の水需要は減少する見通しのため更新時はダウンサイジングの

検討が必要）。 
②の場合、東部地区全体を対象とした配水池としての位置付けとなる。現在の計画では東部

浄水場から須野配水池、用配水池にそれぞれ加圧送水していることから、②では用配水池より

高い標高に須野配水池を更新すれば、用配水池へは須野配水池から自然流下で送水することが

可能となる。用配水池より標高が低い場合、東部浄水場から須野配水池へ加圧送水した後、再

度、須野配水池から用配水池へ加圧送水する必要が生じる。ただし、須野配水池が同地区の基

幹的な配水池となるため、笠利配水池は圧力調整機能のみが必要となり、笠利配水池を更新す

る際は大幅なダウンサイジングを図ることができる。 
これらを考えた場合、須野配水池を用配水池より高い標高に更新できれば、ポンプ設備も集

約され、設備の少ない、より効率的な施設を構築することができる。ただし、基幹的配水池が

須野配水池のみとなるため、災害対応の観点から見れば、危機管理上、よりリスクが高まる。

拠点配水池（応急給水拠点）の数による維持管理性と災害時の対応性は反比例する関係にある

（拠点配水池が多いと災害時の対応は向上するが、施設が多い分、日常の維持管理性は低下す

る）ため、②のように配水池を集約するあり方が良いとは一概に言い切れない。 
東部地区は南北に直線距離で約 13km ある。その中心に須野配水池を同地区全体の拠点配水

池として更新した場合、給水区域の端から約 6km もの距離がある。災害時、車両の通行が困

難な状況であれば、住民は最大片道 6km の道のりを徒歩などで往復して水を確保しなければ

ならない。なお、この観点から言えば、現在、須野配水池と笠利配水池は比較的近い距離に位

置しているため、①の場合、須野配水池は現状より南側に更新することが理想である。 
以上のことから、配水池の位置付けや更新時の制約条件、リスク管理などを総合的に勘案す

ると、東部地区の配水拠点は須野配水池と笠利配水池の 2 拠点が望ましいと考える。 
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図4-Ⅱ-1-1　東部地区の水位高低図（計画）
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(4) その他の耐震診断すべき施設 

前回報告書では現状やヒアリング等により対象施設を抽出している。ただし、前回報告書を

作成してから約 10 年が経過しており、対象施設を抽出した根拠となる現状も変化しているも

のと考える。そこで、前回報告書では対象に挙がらなかったが、今後、耐震診断等を実施すべ

き施設を整理する。 
耐震診断すべき施設を抽出するにあたり重要となるのは、対象施設の築造年度である。これ

まで建築基準法をはじめとした耐震性能に関する法令や基準が改定されてきており、「現行基

準の改定時期と比べて対象施設の築造年度は改定前である」ことが抽出する際の一つの目安と

なる。 
表 4-Ⅱ-1-10 に耐震性能に関連する法律や指針の変遷を示す。法律に関しては、1981 年に改

正された建築基準法が挙げられる。1978 年に発生した宮城県沖地震を受けて、耐震設計法が大

幅に改正された。1981 年を境目として新耐震基準、旧耐震基準とも呼ばれており、1981 年は

施設の耐震性能を判断する一つの目安となる。 
水道施設に関しては、最新の指針として水道施設耐震工法指針（2009）がある。ただし、こ

れは頻発する大地震に対して耐震設計の合理性の検証と最新の技術的知見を盛り込むもので、

性能設計の考え方の導入や水道システムの視点からの耐震対策、経済性照査手法の概念などが

取り入れられているが、耐震化・耐震診断の面では 1997 年改定版と技術的差異はない。 
以上のことから、本検討では耐震設計法が大幅に改正された 1981 年を基準とし、築造年度

が 1981 年以前（築造年度が 1981 年であれば設計は 1980 年以前となる）の水道施設を耐震診

断すべき施設として整理する。 
 

表 4-Ⅱ-1-10 法律・耐震工法指針の変遷 

 
 
 
 

法律等

構造設計

1950　建築基準法制定 許容応力度設計

1953　水道施設の耐震工法（1953）

1964　新潟地震

1966　水道施設の耐震工法（1966）

1968　十勝沖地震

1971　建築基準法施行令改正 せん断補強筋規定強化

1978　宮城県沖地震

1979　水道施設耐震工法指針・解説（1979）

1980年代 1981　建築基準法改正
許容応力度設計

終局強度設計

1995　阪神・淡路大地震

1997　水道施設耐震工法指針・解説（1997）

2000　建築基準法改正 性能設計の導入

2004　新潟県中越地震

2005　福岡県西方沖地震

2007　建築基準法改正 構造モデルの規定
2007　新潟中越沖地震

2007　能登半島地震

2009　水道施設耐震工法指針・解説（2009）

耐震工法指針等（日本水道協会）

1970年代

2000年代

1950年代

主な地震

1960年代

1990年代
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この基準を基に築造年度から耐震診断すべき水道施設を整理した結果を表 4-Ⅱ-1-11に示す。 
春日配水池は加圧配水方式に更新する計画（「3.水運用に関する事項 2)春日配水池の必要

性の検討」を参照水運用に関する事項）であるため、耐震診断を実施する必要はない。 
小宿系は将来的に平田配水池系統に切り替える計画（「3.水運用に関する事項 ②小宿地区

への区域拡張」を参照）である。ただし、着手できる時期が令和 14 年度以降であり、系統を

切り替えるまでの十数年間、小宿浄水場は引き続き運用する必要があることから、耐震診断を

実施すべき施設である。 
小宿第一配水池は築造から既に 54 年が経過しており、法定耐用年数まで残り 4 年である。

仮に法定耐用年数の 1.2 倍まで延命化しても残された年数は 18 年である。耐震補強しても耐

用年数が延伸できるわけではないため、間違いなく近いうちに更新時期が訪れる。また、仮に

耐震補強する場合を考えると、今後は平田配水池の更新や大川ダムの電気設備更新など大規模

事業が計画されており、着手できる時期はそれ以降となる可能性が高い。ただし、将来的に小

宿地区は三儀山配水池から配水する計画としているため、小宿第一配水池は耐震診断・耐震補

強ではなく、計画のとおり廃止することが望ましい。 
 

表 4-Ⅱ-1-11 耐震診断すべき水道施設 

 
 
2) 管路耐震化の方針 

管路の耐震化について、前回評価で耐震性能と被害率の 2 つの評価から既に総合評価が示さ

れている。 
そのため、管路の耐震化は前回業務の総合評価に従い事業化する。 

築造年度 築造年度

平田高区配水池 1997

古見第三配水池 2005

春日配水池 1966

東ヶ丘配水池 1991

井根配水池 2008

三儀山配水池 1998

真名津ポンプ所 2000

安勝ポンプ所 2009

佐大熊ポンプ所 2012

東団地ポンプ所 2013

小宿第一配水池 1966

小宿第二配水池 1981

古見第一配水池 1977

古見第二配水池 1993

有仲浄水場 1985 有仲第二配水池 1986

新有仲浄水場 1996 有仲第三配水池 1996

朝日第一浄水場 1981 朝日第一配水池 1981

朝日第二浄水場 1991 朝日第二配水池 2015

朝日第三浄水場 2005 朝日第三配水池 2005

朝日第四浄水場 2019

芦良系 芦良浄水場 1993 芦良配水池 1993

知根系 知根浄水場 2015 知名瀬配水池 2015

配水池浄水場系統

朝日系

有仲系

小宿系

平田系

1977小湊浄水場

1981小宿浄水場
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2. 平田配水池の更新見直し 

1) 更新見直しの必要性 

現在の平田配水池は上水道区域全域（小宿地区、古見地区は一部のみ）が対象である。その

一方で、課題解決に向けて小宿地区の全域および有仲地区簡易水道に上水道の区域を拡張する

計画を立案している。 
平田配水池の更新に関しては、「平成 29 年度 上水道地区配水池基本計画業務委託」にお

いて必要な配水池有効容量や施設配置等を検討している。ただし、当該業務では認可値と配水

実績から計画水量を設定し、配水池有効容量を決定している。本業務では新たに水需要予測を

していることから、施設規模を見直す。 
また、新設配水池の配置に関して、用地制約上、前回業務では旧管理棟を解体して配水池を

新設する計画としている。ただし、本業務において斜面を含めた地形の状況や旧管理棟の解体・

撤去などの問題から、その方針に疑問符がついている。そのため、更新に係る配置計画に関し

ても見直すものとする。 
 
2) 施設規模の見直し 

(1) 施設規模見直しの検討方針 

小宿地区および有仲地区簡易水道への区域拡張に関する具体的検討は「3.水運用に関する事

項」にて記すが、有仲地区簡易水道への区域拡張が可能となる時期は令和 9 年度以降、小宿地

区への区域拡張が可能となる時期は令和 14 年度以降である。なお、施設能力の制約上、朝日

地区簡易水道への区域拡張は困難である。 
基幹的施設である平田配水池の更新は重要な事業であることから、小宿地区および有仲地区

簡易水道への区域拡張を待たずに実施する可能性が高い。そのため、施設規模は CASE1（区

域拡張前）と CASE2（有仲地区拡張後）、CASE3（有仲地区および小宿地区拡張後）のそれ

ぞれの計画一日最大給水量から適正な有効容量を見極め、最終決定する。 
 
(2) 条件設定 

施設規模を検証するための条件は上述した 3 ケースがあり、施設規模を見直すための条件と

なる計画一日最大給水量をそれぞれ設定する。 
施設規模である平田配水池の有効容量を決定するためには、各地区の計画一日最大給水量だ

けではなく、各配水池の受け持つ計画水量も整理する必要がある。そこで、「3.水運用に関す

る事項」において示す管網解析結果から各配水池の配水量を設定し、本項の検討に用いる水量

条件を設定する。 
管網解析結果から設定した各ケースの計画水量を表 4-Ⅱ-2-1 に示す。なお、平田配水池の有

効容量を計算するにあたり、「2)春日配水池の必要性の検討」において示したとおり、春日配

水池はいずれのケースにおいても廃止して平田配水池系統に切り替えるものとする。 
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表 4-Ⅱ-2-1 各ケースの計画水量 

 
 
(3) 適正な有効容量の検討 

表 4-Ⅱ-2-1に示した計画水量から各ケースにおける平田配水池の適正な有効容量をそれぞれ

算出する。平田配水池に求められる有効容量は、平田配水池および春日配水池からの配水量の

12 時間分、平田配水池から送水される系統内の各配水池への送水量（配水量の 1 時間分）およ

び消火用水量（200m3）である。 
 𝐶𝐴𝑆𝐸1 𝑉 = (9,556 + 312) × 1224 + (123 + 214 + 116 + 624) × 124 + 200 = 5,179𝑚  

 𝐶𝐴𝑆𝐸2 𝑉 = (10,721 + 308) × 1224 + (120 + 209 + 114 + 621) × 124 + 200 = 5,759𝑚  

 𝐶𝐴𝑆𝐸3 𝑉 = (11,208 + 277) × 1224 + (108 + 187 + 1034) × 124 + 200 = 5,959𝑚  

 
この結果から、将来の事業を踏まえた平田配水池の適正な有効容量は、各ケースにおいて最

大となる CASE3 の有効容量 5,959m3 である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（L/s） （m3/日） （m3/日） （L/s） （m3/日） （m3/日） （L/s） （m3/日） （m3/日）

奄美市 山田低区配水池 1.54 133 133 1.50 130 131 1.35 117 118

上水 山田高区配水池 1.47 127 127 1.44 124 125 1.34 116 117

古見第3配水池 3.24 280 280 3.18 275 276 2.87 248 250

平田配水池 110.58 9,554 9,556 123.48 10,669 10,721 128.82 11,130 11,208

井根配水池 1.42 123 123 1.38 119 120 1.24 107 108

平田高区配水池 2.48 214 214 2.41 208 209 2.15 186 187

春日配水池 3.61 312 312 3.54 306 308 3.18 275 277

東ヶ丘配水池 1.34 116 116 1.31 113 114 1.18 102 103

三儀山配水池 7.22 624 624 7.15 618 621 - - -

古見第1配水池 2.04 176 176 2.00 173 174 1.80 156 157

古見第2配水池 1.23 106 106 1.19 103 104 1.16 100 101

小宿系統 小宿配水池 10.54 911 911 10.39 898 903 - - -

12,676 12 ,678 13,736 13 ,806 12,537 12,626

有仲簡水 有仲系統 有仲第2配水池 16.15 1,395 1 ,377 - - - - - -

朝日簡水 朝日第1配水池 8.65 747 760 8.88 767 746 8.84 764 729

朝日第2配水池 10.27 887 902 9.53 823 801 9.11 787 752

朝日第3配水池 3.05 264 268 2.89 250 243 2.80 242 231

1,898 1 ,930 1,840 1 ,790 1,793 1,712

合計 15,969 15,985 15,576 15,596 14,330 14,338

朝日系統

古見系統

拠点配水量

CASE3（令和14年度以降）

配水量

（計算結果）

拠点配水量

（計算結果）
拠点配水量

平田配水池

系統

平田浄水池

系統

CASE1（令和2年度以降）

配水池系統事業

CASE2（令和9年度以降）

配水量

（計算結果）

拠点配水量

（計算結果）

配水量

（計算結果）

拠点配水量

（計算結果）
拠点配水量
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3) 配置計画の見直し 

(1) 前回業務の配置計画 

前回業務の「平成 29 年度 上水道地区配水池基本計画業務（平成 30 年 9 月）」では、運用

しながら更新していくため、配置計画を図 4-Ⅱ-2-1 に示すとおりとしている。 
前回業務において平田配水池に必要な有効容量を計算している。その結果では、計算上、ダ

ウンサイジングの観点から規模の適正化を図った場合、6,000～6,600m3 程度の有効容量が必要

であった。なお、前回業務以前の当初計画では、有効容量は 6,000m3 としていた。 
また、鹿児島県から配水池の有効容量に関して「有効容量は 8,000m3 とすべき」との指摘が

あり、前回業務では配水池の有効容量を 6,600m3 と 8,000m3 の 2 ケースで計画している。 
このような条件下で、かつ限られた敷地内での施工という用地制約のもと、実現可能性のあ

る配置計画として図 4-Ⅱ-2-1 の配置を計画している。 
 

 
図 4-Ⅱ-2-1 平田配水池の配置計画（前回業務） 
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(2) 配置計画の制約条件 

配置計画では「有効容量」、「建設用地」、「配水池水位」の 3 つが主な制約条件となる。 
 
① 制約条件 1：有効容量 

本業務では最新実績に基づく水需要予測を行っており、予測結果から設定した計画一日最大

給水量から平田配水池の有効容量を計算すると 5,959m3 という結果である。 
その一方で、上述したとおり、鹿児島県からは「有効容量は 8,000m3 とすべき」と指摘を受

けている。この有効容量 8,000m3 は下記の計算から算出された容量である。 

有効容量 = 計画日最大 15,600 𝑚 日⁄ × 1224時間 + 消火用水量 200𝑚 = 8,000𝑚  

 
この計算では奄美市上水道の計画一日最大給水量の 12 時間分に消火用水量を加算している。

配水池の主な機能のひとつは「時間変動調整機能」であり、水道施設設計指針 2020（P.443）
では計画一日最大給水量の 12 時間分を標準とするように定められている。 

ただし、奄美市上水道の配水拠点（配水池）は平田配水池だけではない。平田高区配水池や

春日配水池、三儀山配水池など多くの配水池が平田配水池の下流に位置している。そして、こ

れらの配水池は受け持つ配水エリアに対する「時間変動調整機能」を有した容量となっている。

つまり、奄美市上水道の計画一日最大給水量の 12 時間分を平田配水池の有効容量とする計算

は、下流側の各配水池が持っている「時間変動調整機能」を更に平田配水池でも見込む二重計

上であり、過剰な有効容量である。 
以上のことから、平田配水池の適切な有効容量は「平田配水池から直接配水するエリアの計

画一日最大給水量の 12 時間分」と「下流の各配水池へ送水する送水量の 1 時間分」に消火用

水量を加算することが本来あるべき計算であり、その結果が「(3) 適正な有効容量の検討」に

示した内容である。 
 
② 制約条件 2：建設用地 

前回業務では配水池を計 3 ヵ所に建設する計画としており、うち 1 ヶ所は旧管理棟を取り壊

して建設する計画である。 
ただし、本業務において市職員にヒアリングした結果、旧管理棟の裏は急斜面となっており、

更新用地として適切ではないのではないかとの懸念があることが判明した。 
そのため、本業務では旧管理棟を建設用地の候補から除外する必要がある。 

 
③ 制約条件 3：配水池水位 

平田配水池への流入は平田浄水場の浄水池から自然流下による流入となる。浄水池の水位は

HWL+62.50m（運用上 61.90m）、LWL+58.80m である。そのため、管路の損失水頭を考慮す

ると新設する平田配水池の HWL は+58.00m が上限であり、それより高くすれば配水池へ自然

流下で流入させることが不可能となる。 
 
(3) 本業務の配置計画 

以上の制約条件から見直した平田配水池の配置計画を示す。有効容量 6,000m3 の場合、旧管

理棟の用地を活用しなくても配置することが可能である。 
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S=1:300図4-Ⅱ-2-2　平田浄水場全体平面図
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3. 水運用に関する事項 

1) 小宿地区、有仲地区への区域拡張 

本項では小宿地区および有仲地区簡易水道への連絡管整備による区域拡張について検討する。

なお、可能であれば朝日地区簡易水道へも区域拡張したいとの要望があることから、これも含

めて検討する。 
 
(1) 計画水量の設定 

検討の諸条件となる各地区の計画一日最大給水量を設定する。各地区の計画一日最大給水量

は表 4-Ⅱ-3-1 に示す「第 2 章 Ⅱ．水需要予測」の結果を用いる。 
 

表 4-Ⅱ-3-1 水需要予測結果による計画水量 

 
 

なお、小宿地区は奄美市水道事業の区域の一部であり、当該地区の個別の計画一日最大給水

量は不明である。また、同様に古見地区も奄美市水道事業の区域一部であることから、奄美市

水道事業の計画一日最大給水量から名瀬地区、古見地区および小宿地区の計画一日最大給水量

の推定する必要がある。古見地区および小宿地区の計画一日最大給水量は、奄美市水道事業の

計画一日最大給水量を比率で按分することにより推定する。 
按分する比率を算出するための基準となるデータは、配水池別の配水実績を用いる。各配水

エリアの一日最大給水量が当該エリアの最大需要量であること、各配水エリアで一日最大給水

量の発生日が異なること、などを考慮する。そこで、平成 30 年 12 月～令和元年 11 月までの

1 年間を対象に、各配水池の月別最大配水量の平均値を用いて奄美市水道事業の需要量を整理

して比率を算出する。 
まず、上記手法による各配水池からの配水量を整理し、図 4-Ⅱ-3-1 に示す。名瀬地区が

9,702m3/日、古見地区が 503m3/日、小宿地区が 1,187m3/日となり、奄美市水道事業全体では

11,788m3/日となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

備考

奄美市水道事業 12,678 m
3
/日 R8年度

有仲地区簡易水道 1,377 m
3
/日 R20年度

朝日地区簡易水道 1,930 m
3
/日 R2年度

計画一日最大給水量
（水需要予測結果）
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図 4-Ⅱ-3-1 各配水池からの配水量（月別最大配水量の平均値） 

 
次に、整理した各地区の配水量から奄美市水道事業の計画一日最大給水量を按分するための

比率を算出する。算出した比率に計画一日最大給水量を乗じることにより、各地区の計画一日

最大給水量を推定する。 
計画一日最大給水量を按分した結果を表 4-Ⅱ-3-2 に示す。区域拡張はこの計画水量により検

討する。 
表 4-Ⅱ-3-2 区域拡張検討に用いる計画水量（奄美市水道事業） 

 
 

また、古見地区および小宿地区は、その一部を平田浄水場系統により賄っている。そのため、

推定した古見地区および小宿地区の計画一日最大給水量のうち、平田浄水場が賄う水量を推定

する。推定する方法は各地区の計画一日最大給水量を推定した同じ方法とする。その結果を表

4-Ⅱ-3-3 及び表 4-Ⅱ-3-4 に示す。 
 
 
 

平田第1配水池

平田第2配水池

平田第3配水池 三儀山配水池 小宿地区 小宿第2配水池

名瀬地区

浄水池

古見第1配水池

古見第2配水池

古見第3配水池

古見地区

【平田浄水場】

4,312m3/日

5,867m3/日 477m3/日 710m3/日

223m3/日

9,702m3/日

147m3/日

133m3/日

503m3/日

注）グレーは計算値

注）小宿第2配水池は傾向が変化しているため

令和元年7月～11月までの平均値とする。

1,187m3/日

（山田低区・高区系統）

比率

奄美市水道事業 12,678 11,392 100.01% 12,680 12 ,680

名瀬地区 － 9,702 85.17% 10,799 10 ,799

古見地区 － 503 4.42% 560 560

小宿地区 － 1,187 10.42% 1,321 1 ,321

計画一日
最大給水量
（推計値）

計画一日
最大給水量
（按分値）

整理した配水量実績 採用する
地区別計画一日

最大給水量
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表 4-Ⅱ-3-3 区域拡張検討に用いる計画水量（古見地区） 

 
 

表 4-Ⅱ-3-4 区域拡張検討に用いる計画水量（小宿地区） 

 
 
(2) 上水道地区の融通可能量の検討 

① 計画水量による水需給バランス 

区域拡張の検討に際して、水量面において奄美市水道事業から各地区への浄水融通の可否が

前提条件となる。そこで、奄美市水道事業における水源水量、浄水場の施設能力、各地区の水

需要から水需給バランスを見極めることで水量面での融通の可否を判断する。 
小湊浄水場の計画浄水量は 520m3/日、小宿浄水場の計画浄水量は 1,169m3/日である。これ

らの浄水場の処理方式は塩素滅菌のみであるため、浄水ロスは生じない（計画浄水量＝施設能

力）ものとする。また、平田浄水場から古見地区、小宿地区への配水量は、各地区の計画一日

最大給水量から小湊浄水場、小宿浄水場からの配水量を差し引いた水量とする。その場合、現

状における水需給バランスは図 4-Ⅱ-3-2 に示すとおりとなる。 
この図を見ても分かるとおり、平田浄水場の施設能力 12,200m3/日に対して平田浄水場系統

の水需要は 11,578m3/日である。そのため、推計期間の最大値から設定した計画一日最大給水

量の場合、平田浄水場の余裕水量は 622m3/日（＝12,200m3/日－11,578m3/日）しかなく、こ

の余裕量では有仲地区簡易水道や朝日地区簡易水道はもとより、小宿地区すら全量を賄うこと

ができない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

比率

古見地区 560 503 100.00% 560 560

平田浄水場 － 223 44.33% 248 248

小湊浄水場 － 280 55.67% 312 312

計画一日
最大給水量
（推計値）

整理した配水量実績 計画一日
最大給水量
（按分値）

採用する
系統別計画一日

最大給水量

比率

小宿地区 1,321 1,187 100.00% 1,321 1 ,321

平田浄水場 － 477 40.19% 531 531

小宿浄水場 － 710 59.81% 790 790

計画一日
最大給水量
（推計値）

整理した配水量実績 計画一日
最大給水量
（按分値）

採用する
系統別計画一日

最大給水量

4-34



 
図 4-Ⅱ-3-2 現状の水需給バランス（奄美市水道事業） 

 
② 水需給バランスによる区域拡張の可能な時期 

ここでは水需要予測結果から水需給バランスがとれる時期を探る。 
水需給バランスがとれる時期を確認した結果、表 4-Ⅱ-3-5 のとおりとなった。なお、平田浄

水場の余裕水量を極力確保するために、計画拠点配水量は小湊浄水場および小宿浄水場からの

配水量を施設能力の最大値とする。 
水量面で見れば、小宿地区は令和元年度以降、有仲地区簡易水道は令和 9 年度以降に拡張す

ることが可能となる。ただし、小宿地区は令和元年度から水量的に拡張可能ではあるものの、

余裕水量は令和 8 年度まで 40m3/日程度しかない。将来の水需要が予測より少し上振れしただ

けで水量不足となるため、安定的な水運用を考えれば、拡張後も数百 m3/日の余裕が残る令和

9 年度以降の拡張が望ましい。また、小宿地区と有仲地区簡易水道を同時に拡張することが可

能となる時期は令和 14 年度以降となる。 
以上のことから、管路整備等を含めて安定供給の観点から言えば、有仲地区簡易水道の拡張

を令和 9 年度に、小宿地区の拡張を令和 14 年度に開始する必要がある。なお、計画期間内に

朝日地区簡易水道を拡張することは水量的に困難である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大川ダム 19,360 m3/日 名瀬地区 10,799 m3/日 名瀬地区 10,799 m3/日

轟水源 6,240 m3/日 平田浄水場 12,200 m3/日 古見地区 248 m3/日

小計 25,600 m3/日 小宿地区 531 m3/日 古見地区 560 m3/日

計 11,578 m3/日

小宿地区 1,321 m3/日

小湊第1地下水源 160 m3/日

小湊第2地下水源 360 m3/日 小湊浄水場 520 m3/日 古見地区 312 m3/日

小計 520 m3/日

小宿第1地下水源 666 m3/日

小宿第2地下水源 257 m3/日

小宿第3地下水源 246 m3/日

小計 1,169 m3/日

合計 27,289 m3/日 合計 13,889 m3/日 合計 12,680 m3/日 合計 12,680 m3/日

m3/日

計画一日最大給水量配水先施設能力計画取水量

m3/日1,169小宿浄水場 小宿地区 790
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